
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３部 後期基本計画 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本計画は、基本構想で定める「市の将来像」と「施策の大綱」

を具体化するために策定するものであり、「大柱」、「中柱」、「小柱」

の施策から成ります。 

また、基本計画は、実施計画により財源を伴った事業が位置付け

られ、その推進が図られます。 

基本構想

基本計画 
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【総合振興計画（施策体系）】 

事
務
事
業



 

 

20

 

序論 

１ 後期基本計画策定の趣旨 

本市は、平成 18 年 3 月に基本構想、前期基本計画から成る第４次朝霞市総合振興計画を策定し、平成

27 年度を目標年度にまちづくりを推進しています。 

総合振興計画のうち、平成 22 年度で前期基本計画が完了することから、平成 23 年度を初年度とする

後期基本計画を策定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 前期基本計画期間中の社会の潮流の変化 

総合振興計画策定時に整理した社会の潮流について、その後の動向を整理しました。 

 

 ①少子・高齢化 

我が国の平成 21 年の合計特殊出生率※は 1.37 であり、低い水準で推移しています。 

また、平成２２年８月 1 日現在の年少人口比率は 13.3％、高齢化比率は 23.0％となっており、少子・

高齢化が進んでいます。引き続き、少子・高齢化に対応した取組みを推進していく必要があります。 

 

 ②環境への意識の高まり 

国においては、平成 32 年度までに温室効果ガス※の 25％削減を掲げ、環境立国戦略に基づいた取組み

を推進しており、この実現のために国民一人ひとりの実践が求められています。 

里地里山、河川などとともに、動植物から細菌などの微生物にいたるまで、さまざまな生物が存在し、

それらによって成り立っている生態系の豊かさやバランスが保たれている生物多様性※の保全が重要にな

っています。 

 

 ③生活の安全への関心の高まり 

地震や集中豪雨などの自然災害、児童虐待やＤＶ※などの犯罪など、生活の安全への関心はより一層高ま

っています。行政による取組みだけでなく、地域コミュニティによる支え合いや見守りなど、地域におけ

る取組みの強化が求められています。 

 

序 論 
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 ④国際化の進展 

外国人が暮らしやすいまちづくりや国際交流など、引き続き推進していく必要があります。 

 

 ⑤情報の高度化 

これまでは「ＩＴ※」という表記が使われていましたが、「ＩＣＴ※」へと変更され、これまで以上に電子

自治体を目指した取組みが強化されています。 

 

 ⑥地方分権の進展と市民参画 

第１期地方分権改革や国と地方の税財政改革であるいわゆる三位一体の改革が完了し、現在、地方分権

改革推進法（平成 18 年 12 月）に基づく第２期地方分権改革が進められています。 

地方分権改革推進法に基づいて、平成 21 年 11 月まで 4 次にわたる勧告が行われました。 

また、これを推進するための取組みとして平成 22 年 6 月に地域主権※戦略大綱が制定されました。 

一方、平成２2 年６月に「新しい公共」宣言が公表され、市民が参画した取組みの推進を図ることとさ

れ、新しい公共の一翼を担うＮＰＯ※法人の数は、増加傾向で推移しています。 

 

 ⑦その他の動向 

 【男女共同参画】 

女性の社会参加を促進する一環として、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス※）憲章（平成

19 年 12 月）が制定され、仕事と家庭の両立などを目指した取組みが推進されています。 

平成２２年１２月には、第３次男女共同参画基本計画が閣議決定され、政策・方針決定過程への女性の

参画の拡大をはじめとした１５の重点分野が位置付けられました。 

また、配偶者等からの暴力が社会問題化しており、ＤＶ※の防止対策の強化が進められています。 

国際的にみると、「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」が国連で採択され、国におい

て法整備等を進めてきましたが、まだ多くの課題が残されています。 

 

 【成長戦略】 

平成 20 年 9 月にアメリカの投資銀行の破綻により世界的な金融危機が顕在化し、輸出依存の経済構造

となっている日本は大きな影響を受けました。一方、平成 22 年夏以降には１ドルが９０円を割り、輸出

関連企業に大きな影響を及ぼしています。 

長期的な景気低迷が続く中で、安定した経済成長を目指して、国において新成長戦略（平成 22 年 6 月）

が策定され、取組みが推進されています。 

 

 【福祉制度改革等】 

障害者自立支援法により障害福祉が推進されていますが、現在では、その抜本的見直しに向けた検討が

進められています。 

また、医療制度や年金制度改革に向けた取組みも検討されています。 

 

３ 朝霞市の現況と課題 

総合振興計画策定時に整理した朝霞市の現況と課題について、その後の主な動向を整理しました。 

 

 ①朝霞らしさの再確認と創出 

彩夏祭については毎年５５万人前後の来場者があり、また朝霞ブランド※として商品の認定を行っていま

すが、今後さらに地域の自然や歴史、文化などを含めて、朝霞らしさの再確認と創出を図っていく必要が
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大学就学期から卒業後
の就労期の転入増 

  親と子の転出増 

あります。 

 

 ②地域に合ったコミュニティの形成 

自治会加入率は年々減少しており、平成 21 年度末現在、50％を下回っています。まちづくりに地域コ

ミュニティの果たす役割は大きいことから、加入率の減少傾向に歯止めをかけ、向上に転じさせていく必

要があります。 

 

 ③まちづくりへの市民の参画 

平成 21 年に市民協働※指針を策定し、さまざまなまちづくりの場面において幅広い市民協働※を推進す

ることとしています。今後、行政活動のあらゆる場面で具体的に市民参画を推進していく必要があります。 

 

 ④子育てニーズへの対応 

人口の転入転出状況を移動率からみると、親と子の転出増と、大学就学期から卒業後の就労期世代の転

入増の傾向がうかがえます。子育て支援を推進することによって、特に親と子の転出増の抑制を図ってい

く必要があります。 

 

図 人口の年齢別移動率（平成１８年度から平成２２年度までの毎年５時点での平均） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
資料：住民基本台帳及び外国人登録 

注：図の左目盛は、1.0 が転入転出がプラスマイナス 0 であることを表し、1.0 を超える場合が転入増、 

1.0 を下回る場合が転出増を表す。 

 

 ⑤社会（人口）構造の変化への対応 

少子・高齢化は進行していますが、全国平均と比べると年少人口比率の割合は高く、高齢者人口の割合

は低くなっています。急激な少子・高齢化を抑制するため、子育てしやすいまちづくりなど若年層の定住

促進を図っていく必要があります。 

 



 

 

23

14.7% 14.5% 14.2% 14.0% 13.7% 13.4% 13.2% 12.9% 12.7% 12.6% 12.5% 12.3% 12.2% 12.2%

69.5% 69.5% 69.4% 69.0% 68.7% 68.3% 68.2% 68.3% 68.3% 68.3% 68.4% 68.5% 68.7% 68.8%

15.8% 16.0% 16.3% 17.0% 17.7% 18.2% 18.6% 18.8% 19.0% 19.1% 19.1% 19.1% 19.1% 19.0%

0%

50%

100%

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

（0～14歳） （15～64歳） （65歳以上）

（年）

15.815.314.614.1
13.4

12.612.211.611.010.59.99.48.98.48.07.77.36.96.66.56.26.0

0

5

10

15

20

元 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
（年）

（％）

図 年齢別人口（構成比）の推計 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳及び外国人登録の総人口をもとにコーホート法で推計した人口推計結果 

注：平成 22 年は実績値、平成 23 年以降は推計値 
 

図 高齢化率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：住民基本台帳及び外国人登録 
 

本市には豊かな自然が残されており、都市との調和のとれた都市づくりを進めていく必要があります。

また、建物の高さ制限を設けるなど、景観に配慮したまちづくりを推進しているほか、黒目川など自然を

活かした快適空間を演出し、引き続き、自然と調和のとれた都市づくりを推進していく必要があります。 

 

彩夏ちゃんサポート商品券※の発行など商店街振興のための取組みを推進しているほか、景気の低迷が続

く中で中小企業支援の充実を図っています。また、都市近郊農業としてさまざまな農産物が生産されてお

り、地産地消※の推進を図っています。担い手育成や創業促進などにより、農商工バランスのとれた産業振

興を図っていく必要があります。 

 

本市では、総合振興計画の推進のため、行政評価制度の構築に向けた取組みを推進してきました。総合

振興計画によるマネジメントを徹底するため、ＰＤＣＡ※サイクルの仕組みの確立とともに、厳しい財政状

況の中で身の丈に合ったまちづくりを進めていく必要があります。 

 

平成 

平成 

 ⑥自然と調和のとれた都市の形成 

 ⑦住宅都市における産業の活性化 

 ⑧計画の推進 
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Ⅰ章 自然と調和したゆとりある都市づくり（都市整備） 

大柱               中柱               小柱 
①まちづくり計画の推進 
②環境と調和した市街地の整備 
③市街地周辺地域の保全と整備 
④長期未整備都市計画道路の見直し 
 
①良好な生活空間の整備 
②中心市街地活性化の促進 
 
 
①市民参加による跡地の有効活用 

施策体系一覧 
 

①広域幹線道路などの整備促進 
②幹線道路の整備 
③道路・交通環境の向上 
 
①身近な生活道路の整備 
 
 
①橋梁の耐震化の推進 
 
 
①拠点となる公園の整備 
②身近な公園の整備 
③公園の適切な維持管理 
 
①緑地の保全・整備 
②緑化の推進とネットワーク 
③公共施設の緑化 
 
①水環境の保全 
②治水対策の推進 
③水辺空間の整備 
 
 
①安全安心な水の供給 
②水道事業の健全運営 
 
①下水道施設の計画的整備 
②下水道施設の適切な維持管理 
③下水道の普及促進 
 
①雨水流出抑制対策の推進 
②雨水対策施設の計画的整備 
③雨水対策施設の適切な維持管理 
 
 
①景観行政団体※への移行 
②市民参加の景観まちづくり 
 
①市民の自主活動への支援 
②公共施設における取組みの推進 
 
 
①密集した市街地の整備 
②オープンスペースの確保 
③安全なまちづくりの推進 
 
①地域の特性を踏まえた再整備の推進 
②住環境の保全 
 
①公営住宅など住環境の充実 

（1）まちの健全な土地利用 

（2）住み良い暮らしを育む都 
   市整備 

（3）キャンプ朝霞跡地の有効 
   活用 

１ 土地利用 

（1）幹線道路の整備 

（2）生活道路の整備 

（3）橋梁の整備充実 

２ 道路・橋梁 

（1）公園の整備 

（2）緑の保全と創出 

（3）河川環境の保全・整備 

３ 公園・緑地・河川 

（1）上水道の整備・充実 

（2）下水道（汚水）の整備・充実

（3）雨水対策の推進 

４ 上水道・下水道 

（1）景観まちづくりへの意識の
   高揚 

（2）景観まちづくりの推進 

５ 景観 

（1）市街地の環境向上 

（2）良好な住環境の保全 

６ 住環境・住宅 

（3）公営住宅などの充実 

施策体系一覧 
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Ⅱ章 安全で快適な生活環境づくり（生活環境） 

大柱               中柱               小柱 
①総合的な防災体制の強化 
②防災施設等の整備 
 
①防災意識の高揚 
②自主防災活動の支援 
 
 
①災害に強い都市整備の推進 
 
 
①埼玉県南西部消防本部との連携 
②消防団の充実 
 
 
①鉄道の利便性向上 
②路線バス･市内循環バスの充実 
③施設等のバリアフリー化※の促進 
 
①交通安全環境の整備 
②交通安全意識の高揚 
③自転車交通対策の推進 
 
 
①自然環境の保全 
②健全な環境の再生 
③生物多様性※の情報提供 
 
①環境に配慮した取組みの推進 
 
 
①温室効果ガス※の抑制の推進 
 
①市民・事業者・行政の協働※体制づくり 
②市民の環境への理解の促進 
③環境美化の推進 
 
 
①３Ｒ※(リデュース、リユース、リ
サイクル）意識の向上 

②ごみの減量化・再資源化※への支援 
 
①ごみ処理体制の充実 
②ごみ処理広域化計画の推進 
 
①公共下水道への切替えの促進 
②合併処理浄化槽※の設置促進 
 
 
①防犯活動の充実 
②防犯環境の整備 
 
①消費生活への支援 
②消費生活相談の充実 
 
①斎場の適正な管理運営 
 
 

（1）防災対策の推進 

（2）地域防災力の強化 

（3）災害に強いまちづくりの 
   推進 

１ 防災・消防・救急 

３ 環境 （1）自然環境の保全と健全な 
   環境の再生 

２ 交通 （1）公共交通の利便性向上 

（2）交通安全対策の推進 

４ ごみ・し尿処理 （1）ごみの減量・リサイクル 
   の推進 

（2）ごみ処理体制の充実 

（3）し尿処理体制の充実 

５ 生活 （1）防犯のまちづくりの推進 

（3）安心できる葬祭の場の提供

（4）消防・救急体制の充実 

（2）消費者の自立支援の充実 

（2）循環型社会※の推進 

（3）低炭素社会※の推進 

（4）環境パートナーシップ※の
   確立 
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Ⅲ章 みんなで支え合う健やかな社会づくり（福祉・健康づくり） 

大柱               中柱               小柱 
①子育て支援の基盤整備 
②子育て情報の提供 
③相談体制の整備 
④子育て家庭への経済的支援 
⑤ひとり親家庭への支援 
 
①保育園の整備充実 
②民間保育施設の活用 
③放課後児童クラブ※の充実 
 
①子どもの権利の尊重 
②地域における子育て支援ネットワー 
 クづくり 
③健全で安全な交流や遊びの場の確保 

 

①健康づくりと介護予防の推進 
②趣味の活動や多世代交流の促進 
③社会参加と就業・起業の支援 
 
①介護保険制度の円滑な運営 
②介護サービスの充実 
③福祉サービスの充実 
④高齢者医療制度の円滑な運営 
 
①地域での見守り体制の確立 
②暮らしやすい住まいづくり 
③高齢者の外出支援 

 

①就学・就労の支援 
②自主的な活動の支援 
 
①地域での生活への支援 
②療育とリハビリテーションの充実 
 
①生活環境の整備促進 
②心のバリアフリー化※の促進 

 

①地域福祉推進体制の確立 
②地域における自主的な活動への支援 
 
①権利擁護の仕組みの活用 
②要援護者支援体制の充実 
 
①国民健康保険制度の円滑な運営 
②国民年金制度の普及・啓発 
③低所得者福祉の充実 

 

①健康づくり活動の促進 
②健康づくりの体制整備 
③健康増進センターの利用促進 
 
①母子保健の充実 
②健康増進対策の充実 
③歯科保健の充実 
④精神保健の充実 
⑤感染症対策の充実 
 
①地域医療の充実 
②救急医療体制の充実 
③かかりつけ医・かかりつけ薬局の普及 
 啓発 

（1）親・家庭に対する支援 

（2）保育サービスの充実 

（3）子どもたちが健やかに育 
   つ環境づくり 

１ 子育て支援 

（1）健康と生きがいづくりの 
   支援 

（2）介護と福祉サービスの充実

（3）暮らしやすい地域づくり 

２ 高齢者支援 

（1）自立と社会参加の支援 

（2）生活支援の充実 

（3）ノーマライゼーション※ 
   の推進 

３ 障害者支援 

（1）地域福祉の推進 

（2）自立支援と権利の保障 

（3）社会保障制度の運営 

４ 地域福祉･社会保障 

（1）健康づくりの支援 

（2）保健サービスの充実 

（3）医療体制の充実 

５ 保健･医療 
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Ⅳ章 豊かな心と人間性を育む人づくり（教育・文化） 

大柱               中柱               小柱 
①豊かな心の育成 
②子どもたちの健康づくり 
 
①確かな学力の育成 
②社会の変化に対応できる教育の推進 
③教職員の資質の向上 
 
①学校施設・設備の充実 
②通学区域制度の弾力的な運用 
 
①地域との連携 
②開かれた学校づくり 
 
 
①家庭教育の充実の支援 
 
①青少年健全育成体制の整備 
②青少年育成事業の推進と自主的活 
 動の促進 
③非行防止活動の推進 
 
①子どもたちの居場所づくり 
②放課後子ども教室の推進 
 
 
①市民参加の推進体制の整備 
 
①学習環境の充実・改善 
②公民館サービスの充実 
③図書館サービスの充実 
④博物館サービスの充実 
 
①多彩で魅力ある学習機会づくり 
 
 
①団体・グループへの支援 
②地域の学習活動をリードする人材 
 の育成・活用 
 
 
①地域全体での推進体制の整備 
 
 
 
①活動情報の提供の充実 
②スポーツ施設の整備・充実 
 
 
 
①スポーツ行事の充実 
 
 
 
①人材の育成と交流の促進 
 
 
①文化財の保護・活用 
②郷土芸能の保護・活用 
③博物館資料の活用 
 
①日常的な活動環境の充実支援 
②発表と鑑賞の機会の充実支援 
 
①地域文化の発信 
②地域イベントの支援 
③地域間・都市間交流の推進 

（1）児童生徒の健全育成 

（2）教育内容の充実 

（3）教育環境の充実 

１ 学校教育 

（4）地域に根ざした学校運営 

（1）生涯学習推進体制の確立 

（2）学習しやすい環境の整備 

（3）学習機会の充実 

（1）家庭教育の充実の支援 

（2）青少年が健全に育つため 
   の地域の充実 

（3）子どもたちの居場所づくり

２ 青少年育成 

（4）団体・グループの育成と 
   リーダーの養成・活用 

（1）生涯スポーツの推進体 
   制の確立 

（2）活動しやすい環境の 
   整備・充実 

（3）スポーツ・レクリエーショ
   ンの機会の充実 

４ スポーツ･レクリエー 
  ション 

（4）団体、指導者の育成・支援

（1）歴史や伝統の保護・活用 

（2）芸術文化の振興 

（3）地域文化によるまちづくり

５ 地域文化 

３ 生涯学習 
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Ⅴ章 まちの活力を生み出す産業づくり（産業振興） 

大柱               中柱               小柱 
 
①朝霞ブランド※の育成 
 
①情報の収集と発信 
②市民と事業者の連携促進 
③地域に密着した産業の振興 
④周辺環境への対応の促進 
 
①支援体制の充実 
②人材の育成 
③新たな産業の創出 
 
 
①総合的な商店街活性化の促進 
②商店街の機能向上 
 
①事業者間の交流・連携の促進 
②既存工業の活性化 
 
①都市農業の振興 
②農地の保全 
 
 
①情報収集と相談機能の充実 
②人材育成と組織強化の支援 
③経営への支援 
 
①雇用の促進 
②福利厚生の充実 
③労働相談の充実 

（1）朝霞ブランド※の育成 

（2）産業育成のための連携強化

（3）起業・創業の支援 

１ 産業育成 

（1）魅力ある商業機能の形成 

（2）都市近郊における工業の 
   振興 

（3）都市近郊における農業の 
   振興 

２ 産業活性化 

（1）経営基盤の強化 

（2）勤労者支援の充実 

３ 中小企業・勤労者支援 
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Ⅵ章 ふれあいと連帯を広げる地域づくり（交流・コミュニティ） 

大柱               中柱               小柱 
①コミュニティづくりの促進 
②コミュニティ活動の活性化 
 
 
①コミュニティ施設の利用促進 
 
 
①情報の提供とネットワーク化 
②市民活動の育成支援 
 
①活動拠点の充実 
②活動機会の提供 
 
 
①男女平等を進めるための積極的な 
 情報提供 
②男女平等を進める教育・学習体系 
 の確立 
 
①性の尊重と異性間の暴力の根絶 
 
 
①政策や方針の立案及び決定への男 
 女共同参画 
②積極的格差是正措置の具体化 
 
①男女の自己実現支援 
 
 
①外国人が暮らしやすい環境づくり 
②市民団体の育成・支援 
 
 
①交流活動の推進 
②学習機会の充実 
 
 
①さまざまな人権問題の解決に向け 
 た施策の推進 
 
①人権教育の推進 
②啓発活動の推進 
 
①関係機関等との連携 
②相談・支援体制の充実 

（1）コミュニティ活動の推進 

（2）活動施設の充実 

１ コミュニティ 

（1）市民活動への支援 

（2）活動環境の充実 

２ 市民活動 

（1）男女平等を進めるための 
   積極的な情報提供、教育・
   学習体系の確立 

（2）性の尊重と異性間の暴力 
   の根絶 

３ 男女平等 

（3）政策や方針の立案及び決 
   定への男女共同参画 

（4）男女の自己実現支援 

（1）外国人が暮らしやすいま 
   ちづくり 

（2）国際理解の推進 

４ 国際化 

（1）人権が尊重される社会の 
   構築 

（2）人権教育・啓発活動の推進

５ 人権 

（3）連携・支援体制の充実 
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Ⅶ章 構想推進のために 

大柱               中柱               小柱 
  
①参画のための条件整備 

 
 
①まちづくりに関する情報の提供 
②市民ニーズの把握 
③情報の共有化 
 
①市民相互の合意形成の促進 
②市民参画の機会の充実 
③ＮＰＯ※等市民活動団体への支援 
④市民参画の拠点強化 
 
 
①総合的・計画的な行政の推進 
②行政評価の推進 
③民間活用の推進 
④施設管理の適正化 
 
①柔軟で機能的な組織運営 
②職員の育成と能力開発 
③公正で透明な行政運営 
④ＩＣＴ※の積極的な活用 
 
 
①関係自治体などとの連携 
 
 
 
①計画的な財政運営 
②経費の節減 
 
①税収等の確保 
②公共施設の使用料等の適正化 
③依存財源の活用 

 

 

（1）市民参画の仕組みづくり １ 市民参画 

２ 行政 

３ 財政 

（2）市民と行政の情報の共有 

（3）市民参画の機会の拡充 

（1）効率的・効果的な行政 
   運営の推進 

（2）透明性の高い市政運営 
   の推進 

（3）広域的な連携による行 
   政機能の強化 

（1）健全な財政運営 

（2）財源の安定的な確保 




